
Abstract
This article aims to theoretically organize the narrative structure of a mo-

tive for a crime. Thus, I discuss the relationship between narrative and a
criminal motive from the perspective of the vocabularies of motive theory,
based on the writings of Shun Inoue (1977, 1997).

According to C. Wright Mills’ theory of vocabularies of motive, a motive
represents a vocabulary for social communication after an act rather than an
internal state prior to that act. Inoue expands the theory of vocabularies of
motive and attempts to connect it with narratology. Inoue demonstrates that
the cognitive order of the motive is composed narratively, and he sets the
motive as a narrative kind. This article concurs with Inoue in considering
the motive to be a narrative kind, and attempts to further develop the vo-
cabularies of motive theory.

In considering the motive for a crime, this article substantiates Inoue’s ar-
gument regarding the various normative elements in the narrative construc-
tion of motive. Specifically, this article discusses the narrative structure of a
criminal motive; “evil causes evil”. Finally, it addresses the relationship be-
tween a controller and a criminal; a controller defines or assesses a crimi-
nal’s motives.
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１ はじめに

本論文の目的は，犯行動機の物語的構成について理論的に整理することである．

そのために本論文では，井上俊（１９７７，１９９７）の議論を起点としながら，犯行動

機と物語の関連について動機の語彙論の視点から整理する．

C. W. ミルズは，「動機をもって行為の主体的『源泉』と理解しようとする推
論的な見方とは対照的に，動機というものは，ひとつの限られた社会的状況のな
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かで，さまざまの事実を確定させる機能をもつ象徴的な語彙であると考えること

もできよう」（Mills１９４０＝１９７１：３４５）と主張し，動機の語彙論を展開した．ミ
ルズによると，動機とは，「行為やプログラムを中断する問いへの解答として，

帰属され，言語化される」（Mills１９４０＝１９７１：３４６）ものである．つまり，動機
とは，行為に対する「なぜ」という問いに答えるための語彙なのである．この視

点は，動機を行為者の内面にあるものと考える旧来の見方に対して，動機を社会

的な語彙によるやりとりの過程に位置づけた点で，動機外在論的，相互作用論的

な動機研究への道を開いたのであった（井上１９９７：２４―５）．

ミルズは，動機の機能として，行為をめぐる「論争を解決し，いろいろな社会

的行為を統合する」（Mills１９４０＝１９７１：３４８）という統合的機能と，行為に付与
される動機の善し悪しによって「行為を促進したり抑止したりする」（Mills１９４０
＝１９７１：３４９）統制的機能を指摘している．このうち，その後の動機の語彙論は，

統合的機能の研究を中心として展開し，相互行為秩序や意味秩序の修復に用いら

れる動機の語彙を研究する「モーティヴ・トーク」論（Semin and Manstead
１９８３）と呼ばれる領域が形成された（藤原２００８；井上１９７７，１９９７；西川１９９１）．

その代表は，M. B. スコットと S. M. ライマン（Scott and Lyman１９６８）によ
る「釈明（accounts）」の研究であり，これを先頭に行為の責任をめぐる規範的
な動機の研究が進展することになった．しかし，これに対して井上（１９９７）は，

動機の語彙論が，「釈明」を中心とした「規範主義」的な枠組みのなかで展開し

たことを「いささか窮屈」なものであると評した上で（井上１９９７：３１），行為の

事実や原因をめぐる認知的な「説明」に焦点を当てた動機の語彙論の展開を試み

ている．このなかで井上は，動機付与によって修復される秩序を，行為の責任を

めぐる規範的秩序の水準と，行為の事実や原因をめぐる認知的秩序の水準に分け，

認知的秩序の修復が，規範的秩序の修復よりも優先されることがあることを論じ

ている．さらに，この認知的秩序が物語的に構成されることを指摘した上で，動

機を物語の一形式として位置づけ，動機の語彙論と物語論の接合を試みている

（井上１９９７：３１―４０）．

本論文は，動機を物語の一形式として位置づける井上の主張を起点として，犯

行動機の物語的構成について理論的な整理を試みるものである．しかし，本論文

は，井上の議論の方向性とは違い，動機のもつ統制的・規範的な側面を強調しな

がら議論を進めていきたい．その理由はつぎの３点である．

第１に，筆者の中心的な関心が，マス・メディアにおける「わけのわからない」

犯行動機の物語的構成にあるからである．井上は，「わけのわからない」犯行動

機を認知的秩序の修復との関連においてのみ論じているが（井上１９７７：２１０），

犯罪が規範的秩序の毀損である以上は，「わけのわからない」犯行動機にも規範

的秩序の問題が必ず含まれる．つまり，「わけのわからない」犯行動機は，認知

的かつ規範的な問題なのであり，その両方を解決しなければ，秩序の修復は成功

しないのである．そのため，規範との関連において認知的秩序が物語的に構成さ
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れていくことに着目する必要がある．

第２に，動機の語彙論を用いた実証研究は，犯罪を含めた逸脱行為の研究を中

心に展開していることである（北澤２０１５；大貫・松木２００３；鈴木２０１３；山田

２０１３など）．じっさい，井上の議論を直接的に参照した研究も，少年犯罪の動機

（平川２００４）や自殺の動機（藤原２００７）である．このように，動機の語彙論を

用いた研究が逸脱行為をめぐって展開している以上は，動機の物語的構成の問題

も，統制的・規範的な側面を避けていくことはできないのである．

第３に，犯罪を含めた逸脱行為をめぐっては，事実への抗しがたさ，すなわち

「事実の規範性」（北澤２０１５：２０―４）の問題を無視できないことである．北澤毅

（２０１５）が論じたいじめ自殺や井上が論じた冤罪の問題は，公的な事実認定が当

事者の異議申し立てをはばむような規範性をもってしまうことの問題を含んでい

る．これは，犯行動機の公的な認定においても生じる問題である．

以上の理由から，本論文では犯行動機の統制的・規範的な側面を強調した議論

をおこなうが，だからと言って，これは井上の議論を否定するものではない．む

しろ，動機の統合的・認知的側面を強調することによっては見逃されてしまう側

面に着目することで，井上の議論を補強するものとなることだろう．

本論文の構成は以下のとおりである．第２節では，井上（１９７７）と井上（１９９７）

を概説する．第３節では，井上の議論を敷衍して，動機と物語の関係を理論的に

整理する．第４節では，犯行動機と物語の関係について論じる．第５節では，結

論を述べる．

２ 動機と物語

本節では，井上（１９７７）と井上（１９９７）を概説する．

井上（１９７７）は，動機の語彙論を認知的秩序と規範的秩序の二分法によって説

明している．井上によると，動機付与によって「解決」されるべき「問題」には，

認知的な次元と規範的な次元があり，それらに対応して「正しい」とされる「問

題」の「解決」も２つに区別されるという．すなわち，「ひとつは，認知的レベ

ルで理解可能であるということ（つまり，説明力をもつということ）であり，も

うひとつは，規範的レベルで容認可能であるということ（つまり，釈明力をもつ

ということ）である」（井上１９７７：２１０―１）．

ここで井上は，「認知的次元における問題の発生とその解決（認知的秩序の毀

損と回復）にかかわるケース」の例として，「『わけのわからない』事件や行動に

対する専門家のマスコミを通じてのコメント（動機付与）」をあげている（井上

１９７７：２１０）．それは，異常な事件や行動に対して，心理学者や社会学者が，行為

者の家庭環境や教育環境の分析から動機を付与するものである（井上１９７７：２０７

―８）．このとき井上が念頭に置いているのは，M.ヴェーバーによる「行為の意味
を動機的に理解する」「説明的理解」であり（Weber１９２２＝１９７２：１５），行為の
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理由，意図，目的などを理解するものである．後で定義するが，ここではこの動

機を括弧つきのまま「説明」と呼ぶ．

他方，「規範的次元における問題の発生とその解釈（規範的秩序の毀損と回復）

にかかわるケース」の例として，スコットとライマンの研究（Scott and Lyman
１９８６）をあげている（井上１９７７：２１０）．スコットとライマンは，行為の責任を

めぐる動機を類型化しており，「問題の行為に対する責任を受け入れるが，その

行為が非難に値するものであることを否定する釈明」である「正当化（justifica-
tions）」と，「問題の行為が悪いもの，間違ったもの，不適切なものであること
は認めるが，その行為に対して自分には責任がないという釈明」である「弁解（ex-
cuses）」を区別している（Scott and Lyman１９６８：４７）．これも後で定義するが，
ここではこの動機を括弧つきのまま「釈明」と呼ぶ．

その後，この議論を発展させて井上（１９９７）は，つぎの２つを主張している．

第１の主張は，動機が物語の一形式であることである．

現実あるいは架空の出来事や事態を時間的順序および因果関係に従って，

しかし基本的には因果関係を中心として（あるいは R・バルト流にいうなら，
継起性と因果性とを組織的に混同することによって）一定のまとまりをもっ

て叙述したものを「物語」と呼ぶなら，ある出来事や事態を構成する行為を

その「当然の理由」と考えられる「動機」 シュッツのいう「理由動機」

であれ「目的動機」であれ（１） に関連づけて叙述するモーティヴ・トー

クは明らかにひとつの『物語』である．（井上１９９７：３１）

第２の主張は，認知的秩序が規範的秩序を支えており，動機の規範的秩序の修

復よりも認知的秩序の修復が優先される場合があることである．

現象学的社会学やエスノメソドロジーが指摘してきたように，私たちの社

会生活や相互作用は規範や価値の秩序だけに依存しているわけではない．た

とえば P・L・バーガーと T・ルックマン（一九七七）は，制度的秩序の正
当化（legitimation）をめぐる議論のなかで，社会生活の秩序は規範的なも
のであると同時に認知的なものであり，しかもどちらかといえば後者が前者

を支えていると主張した（２）．世界が認知的に説明可能であり理解可能である

からこそ相互的な行為の調整や統合が可能になるのであり，またその世界に

おいていかに行為すべきかを規定する価値や規範も正当化されうるのであ

る．このことを，バーガーとルックマンは簡潔に「〈知識〉は〈価値〉に先

行する」と表現した．（井上１９９７：３５）

以上の主張から井上は，動機理解における「認知的秩序の物語的構成」（井上

１９９７：３５）の重要性を指摘し，動機において規範的な「釈明」よりも認知的な「説
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明」のほうが優先されることがあると論じている．そして，それを示すために，

出来事に関する認知的に正しい「つじつまの合った説明」が必要とされた場面に

おいて，無実の個人が責任を負わされるという規範的に不利な状況におちいった

事例をあげている（井上１９９７：３２―４０）．

その１つは，岡本夏木（心理学者）の体験であり，小学生の頃に旧友と遊んで

いたときに，旧友が走って逃げようとしたところ突然倒れ，脚の骨を折ってしま

ったという状況である．このとき岡本少年は，旧友に触れてすらいないにもかか

わらず，先生に対して「タカオが逃げようとしたので，足を引っぱったら，こけ

ました」と「説明」し，自ら不利な立場を引き受けてしまったのである（岡本

１９８３）．また別の例は，ある短編小説の一場面であり，家の客間に父娘がいて，

家の主人が中座したときに，父親が湯呑みのふたをとろうとしたところ，卓上の

魔法瓶が突然落ちて壊れてしまったという状況である．このとき父親は，魔法瓶

に触れていないにもかかわらず，主人に対して「すみません，私が触って落とし

てしまったんです」と謝ってしまったのである（白１９９４）．これらの例では，問

題の出来事が何の理由もなく生じたというのでは「説明」にならないため，認知

的に「つじつまの合った説明」を提供した結果，自ら責任を負わざるをえなくな

ったのである．

他にも井上は，冤罪事件を例としてあげている．１つは，知的障害者施設で２

人の園児が死亡し，同園の保育士が加害者として疑われた甲山事件（１９７４年）で

ある．この事件は，園児たちの供述を核として保育士を加害者とする物語が構成

されたものである．ここでは，無実の被疑者による自白の問題についても触れら

れており，被疑者が「自分がやった」と認めてしまうことによって，「どういう

ふうに」「なぜ」といったことも説明せざるをえなくなることが指摘されている

（浜田１９８６，１９９１）．もう１つは，松本市で毒ガスのサリンが散布され，第一通

報者である会社員が被疑者となり冤罪報道がなされた松本サリン事件（１９９４年）

である．この事件は，警察とマス・メディアによって会社員による農薬調合の失

敗という物語が構成されたものである．このときには，捜査本部が記者会見で第

一通報者宅の家宅捜索をしたことを発表し，その後，会社員が「庭の樹木にまい

た薬物の効き目がなかったので」農薬を作ったといったような詳細な新聞報道が

なされたのである．これらの冤罪の例も，認知的に「つじつまの合った説明」が

強く求められた結果，無実の個人が責任を負わされる事態が起きたのである．

以上のように，動機とは，認知的秩序の物語的構成にかかわるものであり，規

範的秩序の修正よりも認知的秩序の修正が優先することがある，というのが井上

の議論の骨子である．

３ 動機と物語の理論的整理

本節では，井上の議論を敷衍して，動機と物語の関係を理論的に整理する．
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３．１ 認知的秩序と規範的秩序

まず，認知的秩序と規範的秩序の区別についてである．

井上の議論を敷衍すれば，認知的秩序とは，認知的に理解可能な出来事の秩序

であり，規範的秩序とは，規範的に容認可能な出来事の秩序であると定義できる．

認知的秩序と規範的秩序は包含関係にあり，規範的秩序は認知的秩序の一部であ

ると理解できる．なぜなら，認知的秩序は理解可能でさえあれば成立し，それが

容認可能であるか否かは関係ないが，規範的秩序は理解可能であることに加えて，

容認可能でなければ成立しないからである．

また，「説明」と「釈明」の定義を明確にすれば，説明とは，行為をめぐる出

来事の事実認識（３）に関する主張であり，釈明とは，行為の容認可能性を高めるた

め（４）の出来事の事実認識に関する主張と定義できる．説明と釈明も包含関係にあ

り，釈明は説明の一種として，すなわち，容認可能性を高めるための説明として

理解できる．そのため，説明は理解可能であれば動機としては十分だが，釈明は

理解可能でありかつ容認可能でなければ動機としては十分ではないことになる．

ここで，犯行動機に関する議論のために，２点ほど説明を加えておく必要があ

る．

第１に，認知的秩序もまた規範的評価とは無縁ではないという点である．認知

的秩序を構成する個々の出来事や行為者の記述は，同調行為であれ，逸脱行為で

あれ，規範的評価をともなっている．たとえば，J. クルターは，「逸脱」だけで
なく，「自殺」「非行」「アルコール依存」「精神病」といった「概念の背後に，規

範的な態度が隠されている」（Coulter１９７９＝１９９８：２５）ことを指摘している．
また，エスノメソドロジーの成員カテゴリー化分析においては，たとえば「教師」

というカテゴリーが「生徒」に対する権利や義務についての規範をともなうよう

に，成員カテゴリーにともなう規範が行為を理解するために用いられていること

が論じられている（小宮２００７）．いずれにしても，認知的秩序の物語的構成にお

いても規範的評価がかかわっているのである．これは４．１で論じる．

第２に，動機は説明と釈明だけではないという点である．井上が説明としてあ

げた動機は，釈明ではないものの，「謝罪」や「非難」のように行為の規範的評

価にかかわる動機として分類できる．これは３．３で論じる．

３．２ 動機，行為，結果

つぎに，動機が物語であるということの意味を明確化する．

井上の議論やその後の動機論をふまえて，動機と物語の関連を明確化するとつ

ぎの２点にまとめられる．第１に，動機は，動機→行為（５）→結果というかたちで

時間軸に沿って構造化されて理解される点，第２に，動機の解釈の順序は，物語

の順序とは逆に，結果→行為→動機という順で理解される点である．

人文社会科学における物語論を概観して整理した浅野智彦は，物語の形態上の

特徴のうちの１つとして，「諸々の出来事を時間軸に沿って構造化する語りであ
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るという」「出来事の時間的構造化」をあげている．すなわち，物語を語るとは，

その結末へと向けて「無数の出来事の中から意味のあるものだけを選びだして相

互に関連づける」「選択と配列」という作業なのである（浅野２００１：８）．この点

は，井上も論じているとおりである．しかし，ここで忘れてはいけないは，出来

事の選択と配列の基準となるのが，物語の結末であるという点である．つまり，

「結末が納得の行くものになるかどうかを基準にして，どのような出来事をどの

ように関連づけて語ればいいのかが決まってくる」（浅野２００１：９）のである．

これは動機についても同様である．動機もまた，ある出来事を起点として，その

因果関係を過去にさかのぼって探求する遡及的解釈の過程に位置づけられ（北澤

２０１５：３０―２），結果から行為，行為から動機へと解釈が進んでいく（北田１９９９：

６３９）．つまり，「何が」起きたのかという結果の社会的事実（６）にもとづいて「誰

が」「何を」したのかという行為が理解されるし，その行為の社会的事実にもと

づいて「なぜ」それをしたのかという動機が理解されるということである（北澤・

片桐２００２：２６―３３）．それは，結果の理解が行為の理解の基底にあり，行為の理

解が動機の理解の基底にあると言い換えることもできる．

また，以上の議論をふまえると，動機の語彙も，結果と行為と動機の水準で区

別することができる．ます，結果の解釈についてだが，動機の語彙論においては

あまり該当する動機の類型がない．これはおそらく，そもそもある結果が社会的

事実として当事者たちに認識されることが動機のやりとりの起点となり，行為の

意図や動機のように主観的かつ交渉可能なものとはみなされないからだろう（７）．

それでも，ある出来事を「こんなことは日常茶飯事だ」と言ってその問題性を過

小評価させることなどが考えられる．また，行為をめぐる釈明としては，「私に

はそんな結果をもたらす意図はなかった」という「意図の否定」（Semin and
Manstead１９８３：９１―２）の弁解や，車を「盗んだ」のではなく「借りた」のだ
と主張する「加害の否定」（Sykes and Matza１９５７）のような正当化などが考
えられる．そして，動機の解釈をめぐる釈明としては，「男は性欲を我慢できな

い」という「生物学的動因」（Scott and Lyman１９８６：４９―５０）や，「仲間のため」
という「高度の忠誠への訴え」（Sykes and Matza１９５７：６６９）のような正当化
などが考えられる．

３．３ 釈明，非難，謝罪

つぎに，釈明以外の動機についても触れる必要がある．ここでは「謝罪」と「非

難」について論じる．

謝罪とは，行為の容認不能性を引き受けるための出来事の事実認識に関する主

張と定義できる．G. R.ショーミンと A. S. R.マンステッドによれば，謝罪（apolo-
gies）とは，その行為に対する「責任と，非難に値するという認識を受け入れる」
ものであり，「謝罪を通じて，行為者はなんらかの違反が犯されたという社会的

『事実』を認め，これによって破られた規範や規則に対する彼あるいは彼女の順
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守を確約し，違反を繰り返さないことを示す」ものである（Semin and Manstead
１９８３：７３）．

非難とは，行為の容認不能性を高めるための出来事の事実認識に関する主張で

ある．スコットとライマンが釈明の分類に用いた J. L.オースティンの議論では，
弁解の正反対のものとして非難（accusations）が指摘されている（Austien［１９６１］
１９７０＝１９９１：２８０―１）．ここで，もっぱら逸脱者によって容認可能性を高めるこ

とが試みられる釈明に対して，もっぱら統制者によって容認不能性を高めること

が試みられる非難こそが，釈明の対概念としてとらえられるべきだろう．じっさ

い，P. ウィンチが言うように，「動機の指摘は，しばしば，正当化するためでは
なく非難するためになされる」（Winch１９５８＝１９７７：１０１）のである．ここで重
要なのは，非難が，規範的に容認不能ではあるが，認知的に理解可能な説明であ

るという点である．ウィンチによれば，「たとえば，Nは嫉妬から妻を殺した，
と述べることは，決して彼が理にかなった（reasonably）行為をしたという意
味ではない．しかしながらそれは，彼の行為が我々の社会のありふれた行動様式

として理解できるものであり，それがおかれた事情にふさわしい考えからなされ

たものだということである」（Winch１９５８＝１９７７：１０１）という．これを本論文
の関心から言い換えれば，「嫉妬から妻を殺した」ことは，容認不能ではあるが

理解可能な犯行動機であるということである．

ここで，井上のあげた事例に戻れば，たとえば，魔法瓶の例の「すみません，

私が触って落としてしまったんです」は明らかに謝罪であるし，骨折の例や自白

の例も謝罪として理解することができる．そしてこれらの謝罪は，相手からの非

難を予期したり，自白の例ではおそらくじっさいに非難されたりすることによっ

てもたらされたものなのである．

３．４ まとめ

最後に，次節から犯行動機について論じるために，本節の議論をまとめる．

今後の議論においては，つぎの３点が重要である．それは第１に，認知的秩序

の構成要素である個々の出来事は，規範的評価をともなったものであること，第

２に，動機は，結果→行為→動機という順で解釈され，それがうまくいった場合

に，動機→行為→結果という物語が成立すること，第３に，動機には，釈明，謝

罪，非難といったものがあること，である．

以上をふまえつつ，次節からは犯行動機と物語の関係を論じる．

４ 犯行動機の物語的構成

本節では，これまでの議論をふまえつつ，動機の統制的・規範的な側面に着目

しながら，犯行動機と物語との関連を論じる．

先述したように，筆者の中心的な関心は，マス・メディアにおける「わけのわ
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からない」犯行動機の物語的構成にある．ここでは，「わけのわからない」犯行

動機が認知的なだけでなく，規範的な意味においても物語的に構成されていくこ

とを示す．その際，おもに参照するのは，『朝日新聞』における元厚生事務次官

宅襲撃事件の報道である（以降，事件報道と記述）．この事件は，２００８年１１月１７

日に，A氏が元厚生事務次官の X氏と妻を殺害し，その翌日，さらに別の厚生
事務次官 Y氏の妻を傷害したものである．この事件は，当初「年金テロ」が動
機として推測されたものの，後に「飼い犬のあだ討ち」が動機として主張された

ために，「わけのわからない」事件として報じられたものである（鈴木２０１３：１４８）．

井上は，冤罪の事例において動機が，「認知的秩序の物語的構成」と「周囲の

他者の期待への同調」とがからみ合って，特定の期待をもつ他者による誘導や圧

力のもとで形成されると指摘している（井上１９９７：３５）．これらは，動機の構成

のされ方という物語の内部の問題と，その動機の評価のされ方という物語の外部

の問題に切り分けて論じることができる．本節では，「わけのわからない」犯行

動機の物語的構成について，犯行動機の構成のされ方という水準と，その犯行動

機の評価のされ方という水準という２つの水準に焦点を合わせて議論を進める．

４．１ 犯行動機の構成

まず，動機の統制的・規範的な側面に着目すると，犯行動機の構成のされ方に

ついて，つぎのことが言える．すなわち，犯行動機については「悪が悪を生む」

という物語が構成される傾向があるという点である．つまり，悪しき動機→悪し

き行為→悪しき結果という物語が構成されるのである．これは解釈の順序から言

えば，悪しき結果には悪しき行為が，悪しき行為には悪しき動機が付与される傾

向があるということである．統制的な側面から見れば，悪しき結果をもたらす行

為を悪しき行為として，悪しき行為をもたらす動機を悪しき動機として理解する

ことには，十分な必然性がある（Mills１９４０＝１９７１：３４９―５０）．このような傾向
は，警察・司法や犯罪報道においては，とりわけ顕著であるだろう．

これらの犯行動機の理解の傾向に関しては，すでにいくつかの議論がある．た

とえば，動機の語彙論とラベリング論との接合を試みた土井隆義は，動機が遡及

的解釈の産物であることを論じた上で，「彼の行為が私たちにとって邪悪だとみ

なされるからこそ，彼の内面に邪悪な動機が想定される」（土井１９８８：６７）こと

を指摘している．さらに，犯罪報道の実証研究をおこなった大庭絵里は，「evil-
causes-evil」という犯罪報道におけるパターン化された原因論の存在を指摘し
ている（大庭１９８８：１２８―３２）．いずれにしても，「悪が悪を生む」という物語的

構成は，逸脱行為の動機理解における一般的な傾向であると考えることができる．

事件報道においては，加害者が逮捕される前の報道において，そのような常識

的な犯行動機の推論がなされている．

警察庁幹部は，２人の経歴が似ている▽凶器が刃物▽襲撃場所が自宅玄関
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など，共通点が複数あるとして「連続テロの可能性がある」と語った．２人

は，基礎年金制度や，サラリーマンの妻も年金の被保険者となる仕組みを導

入した年金改革に取り組んだという共通点もある．また厚労省からの要請を

受け，歴代事務次官経験者などの身辺警戒を強化するよう全国の警察本部に

通達を出した．（８）

ここでは，元厚生次官夫妻の死傷という結果，元厚生次官宅の襲撃という行為

から，その理由となる年金問題や，その目的となるテロリズムという動機を導き

だしている．つまり，動機「年金問題，テロリズム」→行為「元厚生次官宅の襲

撃」→結果「元厚生次官夫妻の死傷」という物語の構成である．ここで，年金問

題やテロリズムは，元厚生次官宅の襲撃という行為の動機として十分な悪である

ということになる．

しかしこれは，「悪が悪を生む」という物語がうまく構成できないときに，犯

行動機が理解不能になる場合があるということも示している．「わけのわからな

い」事件は，行為と動機の物語的なつじつまが合わないことによるものだが（井

上１９７７：２１０），その大きな要因の１つは，行為の悪さに見合うだけの動機の悪

さが見出せないことにある．

事件報道では，加害者が逮捕前に『朝日新聞』に送った文面が掲載されている．

今回の決起は年金テロではない！

今回の決起は３４年前，保健所に家族を殺された仇討（あだう）ちである！

私はマモノ（元官僚）とマモノと共生しているやつらを殺したが，やつら

は今も毎年，何の罪の無い５０万頭ものペットを殺し続けている．

無駄な殺生はするな！！！

無駄な殺生をすれば，それは自分に返ってくると思え！（９）

ここでは，飼い犬が保健所に処分されたという理由と，そのあだ討ちという目

的が動機として示されている．つまり，動機「飼い犬の処分，あだ打ち」→行為

「元厚生次官宅の襲撃」→結果「元厚生次官夫妻の死傷」という物語の構成であ

る．

しかし，この犯行動機は「わけのわからない」ものとして報道された．

A容疑者は元厚生事務次官宅を相次いで襲った動機について，子どものこ
ろに飼っていたペットが保健所に処分されたことをあげた．思いも寄らない

内容に，被害者を知る人たちは「理由は別にあるのでは」「むなしい」と言

った．（１０）

元厚生事務次官宅連続襲撃事件は４日，さいたま市の無職 A容疑者（４６）
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が殺人と殺人未遂容疑で再逮捕され，新たな段階に入った．入念な計画の上

で実行したとされる一方，「飼い犬のあだ討ち」との動機の説明は不可解さ

をぬぐえない．容疑者の心の闇をいかに解き明かすかが今後の捜査の焦点

だ．（１１）

このように，犯行動機が「理由は別にあるのでは」「不可解さをぬぐえない」

と報道されたのである．これは，飼い犬の処分やそのあだ討ちという動機が，元

厚生事務次官宅の襲撃という行為に相応する重大性や問題性をもっていない，す

なわち動機の悪さが行為の悪さに見合わないからであると考えられる．

このように「わけのわからない」犯行動機の場合，行為者の主張の信頼性が低

下するため，必然的に行為者以外の他者による犯行動機の評価の重要性が増すこ

とになる．それがつぎに論じる点である．

４．２ 犯行動機の評価

つぎに，動機の統制的・規範的な側面に着目すると，犯行動機の評価のされ方

について，つぎのことが言える．すなわち，犯行動機については，統制者を頂点

とし，犯罪者を底辺とするような動機の評価の権力の不平等な分配がなされてい

ることである．なぜなら，犯罪者よりも統制者に事実の定義の権利を優越的に配

分する「信頼性のヒエラルキー」（Becker１９６７：２４１）が社会には存在するから
である．このような信頼性のヒエラルキーは，そもそも信頼性の低い「わけのわ

からない」犯行動機の場合，より露骨に現れることになる．そのため，犯行動機

の物語的構成においては，犯罪者による釈明や謝罪よりも，統制者による非難の

ほうが重要な位置を占めることになる．ここで求められるのは，先述したように，

規範的に容認不能ではあるが認知的に理解可能な犯行動機の物語ということにな

る．

新聞報道において，信頼性のヒエラルキーをともなった犯行動機の構成は，紙

面におけるさまざまな立場の人びとの主張の引用と配置の問題として現れること

になる．新聞は，あくまでも第三者の視点からナレーターとして語る立場ではあ

るものの，信頼性のヒエラルキーを背景としつつ（北澤・片桐２０００：４７―１０３），

犯罪者の動機を統制者や被害者の評価とともに記述することによって犯行動機を

構成していくことになる．

事件報道では，第一審判決の前日につぎのように報道された．

２００８年１１月の元厚生事務次官宅連続襲撃事件で殺人などの罪に問われ，死

刑を求刑されている無職 A被告（４８）＝さいたま市北区＝に対する判決が
３０日，さいたま地裁で言い渡される．A被告は公判で，「子どもの時に保健
所で処分された飼い犬の仇（あだ）討ち」などと動機や自説を語り続け，被

害者の遺族は「現実逃避だ」と批判した．……
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弁護人は「仇討ちという動機は理解できない」と，妄想性障害の可能性を

指摘した．（１２）

ここでは，加害者による動機「飼い犬の処分，あだ打ち」→行為「元厚生次官

宅の襲撃」という物語が，被害者による「現実逃避だ」という主張によって無効

化されたり，それとは別に弁護人による動機「妄想性障害」→行為「元厚生次官

宅の襲撃」という別の物語が主張されたりしている．このように「わけのわから

ない」犯行動機は，より信頼性のヒエラルキーの上位にある人びとの評価という

規範的な文脈に埋め込まれて報道されたのである．

そして最終的には，裁判の結審によって犯行動機の認定がなされることになる．

つぎの記事は，第一審の判決の翌日における事件報道である．

２００８年１１月の元厚生事務次官宅連続襲撃事件で，殺人や殺人未遂などの罪

に問われた無職 A被告（４８）＝さいたま市北区＝に対し，さいたま地裁は
３０日，求刑通り死刑の判決を言い渡した．伝田喜久裁判長は「愛犬の仇（あ

だ）討ちが真の動機だとしても，重大事件を正当化できるはずはない」など

と理由を説明．……

伝田裁判長は，動機について「被害者や遺族が納得できないのも無理はな

い」としたうえで，「『狂犬病予防法を所管する厚生省の実質的トップである

次官を殺す』という論理自体は，筋道に飛躍はなく了解可能．刑事責任能力

に問題はない」として，弁護側の主張を退けた．……

判決後，遺族らが談話を出した．Xさん夫妻の長男は「妥当な判決」とし
つつ，「どうしてこのような思考の人間が生み出されたのか，と思って傍聴

してきたが，最後まで納得できなかった．両親も納得しようがない」．……

弁護人を務めた村木一郎弁護士は閉廷後，報道陣の取材に応じた．「犬が

殺処分されたから歴代次官の殺害を計画した，ということで，事件を終わら

せて良いのか．裁判所は動機について一定程度理解できるという認定をした

が，遺族や被害者は憤りを深めてしまうのではないか」と精神鑑定をやり直

す必要性を指摘した．（１３）

ここでは裁判長が，加害者による犯行動機の物語を「筋道に飛躍はなく了解可

能」であるとして認知的に理解可能であるとし，「重大事件を正当化できるはず

はない」として規範的に容認不能であると認定することになった．これによって

犯行動機をめぐる一応の決着が図られたのである．

しかし，この事件報道の場合，むしろ重要なのは，「わけのわかる」犯行動機

の物語の構成に失敗したとも言える点のほうだろう．ここでは最後に，その点に

触れてこの議論を終えたい．ここで重要なのは，「わけのわからない」犯行動機

が，認知的にだけでなく規範的にも問題であるという点である．事件報道では，
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裁判長による「被害者や遺族が納得できないのも無理はない」「愛犬の仇（あだ）

討ちが真の動機だとしても」という大きな留保が引用されたように，犯行動機が

十分に理解されたとは言いきれない状況であった．そのため，犯行動機が「最後

まで納得できなかった」という被害者の主張や，弁護人による「遺族や被害者は

憤りを深めてしまう」という主張に結びついたのである．井上は，松本サリン事

件の報道において，わけのわからなさが人びとに認知的な不安をもたらすことを

指摘している（井上１９９７：３８―９）．しかし，わけのわからなさは，事件の決着を

困難にすることで，規範的な憤りをもたらすものでもある．このように犯行動機

の理解は，認知的な問題と規範的な問題が表裏一体となっているのである．

５ おわりに

本論文では，犯行動機の物語的構成について，井上俊（１９７７，１９９７）の議論を

起点としながら理論的に整理してきた．動機の物語的構成を論じた井上の議論は，

動機の認知的・統合的側面を重視したものであったため，犯行動機の物語的構成

を論じる本論文では，それに動機の規範的・統制的側面を補う必要があった．議

論の結果，井上の議論に対して，本論文が付け加えた知見は，以下の通りである．

第１に，犯行動機をめぐるやりとりの場合，釈明だけではなく，謝罪や非難と

いった行為の規範的評価をめぐる動機を付け加える必要があること，第２に，認

知的秩序の構成要素は規範的評価をともなっており，犯行動機の構成においては，

悪しき動機→悪しき行為→悪しき結果という「悪が悪を生む」という物語が構成

される傾向があること，第３に，犯行動機の評価については，統制者を頂点，犯

罪者を底辺とする動機の評価の権力の不平等な分配がなされていること，である．

たしかに，井上が論じたように，規範的秩序の修復よりも認知的秩序の修復が

優先されたと解釈できる場面もあるだろう．しかし，犯行動機に焦点を合わせる

のであれば，認知的秩序の修復と規範的秩序の修復は表裏一体であり，重大事件

であればあるほど理解可能かつ容認不能な物語が求められることになるのであ

る．

以上のように，本論文では犯行動機と物語との関連を理論的に整理したが，そ

れが成功したか否かは，実証研究において実際に用いていくことによってしか判

断できない．それが今後の課題となる．

［注］

! 動機には，「～するために」という目的として行為者の未来と関連する「目

的動機」と，「～だから」という理由として行為者の過去と関連する「理由動

機」がある（Schutz１９６２＝１９８３：１３８―９）．
" 引用の該当箇所は邦訳の１４４ページにある．
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! すでに確定している社会的事実と対比して，事実に対する個人の主張という

意味で「事実認識」としている．

" 「～するために」というのは目的動機であり，ある主張が釈明であるとみな

されるためには，その発話行為自体にも動機が付与される必要がある．

# 行為とは，意図をともなう行動のことである（Coulter１９７９＝１９９８：２３－３；
Schutz１９６２＝１９８３：６９）．たとえば，ある行為を殺人と言うためには，人を
死に至らしめた行動があるだけでは十分ではなく，殺意が行為者に帰属されな

ければならない．なお，シュッツは，行為の意図と目的動機を区別していない

が（Bernstein１９７６：１６２； Campbell１９９６：１０５），本論文では明確に区別し
ている．その理由は，第１に，意図の変更は行為の変更をともなうが，目的動

機の変更は行為の変更をともなわないことである．たとえば，殺人の場合，殺

す意図がなければもはや殺人とは言えないが，その目的動機が金銭の獲得でも

怨恨の解消でも殺人であることに違いはない．第２に，目的動機は，理由動機

と相互反映的に理解されるため，行為とは区別して位置づけられるべきだから

である．たとえば，金銭を獲得するという殺人の目的動機は，金銭が不足する

経験という理由動機と一緒に理解されるし，その逆も成立するが，その際，殺

人という行為に変化はない．

$ ここで，社会的事実としたのは，個々人の事実認識と区別するためである．

動機は，個々人の事実認識を主張するものだが，それは行為者と観察者の双方

にとっての社会的事実を基盤としてなされる．

% そのため，結果の解釈をめぐるやりとりは，ときに社会的事実をめぐる深刻

なずれを生じうる．たとえば，１９９９年の成田ミイラ化遺体事件において，被害

者の親族が所属していた団体の代表が，ミイラ化した遺体を「生きていた」と

主張した事例がある．

& 『朝日新聞』２００８．１１．１９朝刊，１面，「元厚生次官狙い連続テロか 年金改

革進めた２人 X夫妻殺害，Y氏の妻重傷」．
' 『朝日新聞』２００８．１１．２４朝刊，３１面，「『うるさい』隣に激高 壁たたく・刃

物で脅迫・自室呼び詰問」．

( 『朝日新聞』２００８．１１．２４朝刊，３０面，「『あまりに理不尽』 被害者知る人ら

無念 元厚生次官襲撃」．

) 『朝日新聞』２００８．１２．５朝刊，３９面，「犬―凶行，飛躍の謎 『チロの処分日』

記憶違い」．

*『朝日新聞』２０１０．３．２９朝刊，３９面，「元厚生事務次官宅連続襲撃事件，あす判
決 さいたま地裁」．

+ 『朝日新聞』２０１０．３．３１朝刊，３９面，「元厚生次官ら殺傷，死刑 『犬の仇討

ち，正当化できるはずない』 さいたま地裁判決」．
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